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2026 年度事業計画 

  

2026 年度(2026 年４月１日～2027 年３月 31 日)は、引き続き食生活・食文化の向上と健康の

増進並びに食品産業の発展に寄与することを目的として、食品科学等に関する研究等の推進を図

るための事業を実施する。 

 

 

１ 学術研究助成 

 

(1)  助成対象 

米麦その他の主要食糧等を原料とする食品に関して次に掲げる分野（以下「指定分野」

という。）に係る食品科学等の研究を行う研究者及び研究グループ 

 ア） 生産・加工・流通に関する基礎的研究 

イ） 製造技術及び品質保持技術の開発に関する研究 

ウ） 安全・衛生、栄養・機能等に関する研究 

 

(2) 助成金額 

１件 90 万円から 700 万円までとし、総額１億 7,500 万円とする。 

 

(3)  募集並びに選考方法 

指定分野について、食品化学、栄養学、食品機能学、食品工学、食品衛生学、調理科学

等の研究を行っている日本国内及び海外の大学、短期大学、高等専門学校等及び公的研

究機関に対してホームページ等を通じて募集の案内と当該機関の長の推薦を依頼し、そ

の推薦を得て応募申請のあったものについて、学術研究助成選考委員会で選考のうえ、

理事会で決定する。 

 

２ 学術研究国際交流援助及び外国人留学生研究助成 

 

(1) 学術研究国際交流援助 

ア 研究者の海外派遣援助 

 

① 援助対象 

海外で開催される国際学術会議に自費参加し、学術の国際交流に貢献するため、指

定分野に係る食品科学等の研究について特別講演または、研究発表を行う研究者とす

る。なお、派遣期間は１週間以内で、本財団の指定する学会から各２名以内とする。 
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② 助成金額 

1 件につき 50 万円を限度とし、６件内外として総額約 300 万円とする。 

     ③ 募集並びに選考方法 

指定分野に係る食品科学等関連学会に対して募集の広報を依頼するとともにホー

ムページで広報を行い、当該学会からの推薦を求め、飯島藤十郎賞選考委員会で選

考のうえ、理事会で決定する。 

 

イ  国際学術会議等開催援助 

 

① 援助対象 

指定分野に係る食品科学等の研究に関連のあると認められる(ア)国際学術会議

又は(イ)海外からの講師を招聘して開催されるシンポジウム等がいずれも国内で

開催される場合 

(ア) の場合はその運営費（含む講師招聘費）の一部を助成する。 

(イ) の場合は海外からの講師招聘費の一部を助成する。 

 

② 助成金額 

１件につき 50 万円以内で、６件内外とし、総額約 300 万円とする。 

 

③ 募集並びに選考方法 

指定分野に係る食品科学等関連学会に対して募集の広報を依頼するとともにホー

ムページで広報を行い、当該会議に係る実行委員長又は責任者から、会議の開催時期、

内容等を明らかにした資料を添付した申請書の提出を求め、飯島藤十郎賞選考委員会

で選考のうえ、理事会で決定する。 

 

(2) 外国人留学生研究助成 

 

① 助成対象 

中国、台湾、韓国、アセアン諸国をはじめとするアジア地域等の国籍で日本に留学し

ている外国人留学生（博士課程(後期相当)の大学院生）であって、指定分野に係る食品

科学等の研究を行っている研究者とする。 

 

② 助成金額 

１件 100 万円以内で、10 件内外とし、総額約 1,000 万円とする。 

 

③ 募集並びに選定方法 

指定分野に係る食品科学等の大学院が設置されている大学の博士課程後期相当に在

籍する留学生を対象として、当該留学生の指導教員の申請に基づき、飯島藤十郎賞選考

委員会で選考のうえ、理事会で決定する。 
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３ 飯島藤十郎賞の授賞 

 

(1) 授賞対象 

  食品科学、特に米麦その他の主要食糧等を原料とする食品の素材、加工技術、品質、

安全性、栄養、機能その他に関する学術上の研究及び食品の技術開発に優れた業績が認

められる活躍中の研究者又は研究グループ 

 

(2) 賞の種類、研究奨励金額及び授賞件数 

飯島藤十郎賞は二種類とし、それぞれ次の通り授与する。 

 

① 飯島藤十郎食品科学賞は、賞状、賞牌及び研究奨励金 500 万円で２件内外とする。 

② 飯島藤十郎食品技術賞は、賞状、賞牌及び研究奨励金 200 万円で２件内外とする。 

 

(3) 推薦並びに選考方法 

    授賞対象研究分野に関連のある学会及び当財団の理事、評議員及び飯島藤十郎賞選考

委員に推薦を求め、飯島藤十郎賞選考委員会で選考のうえ、理事会で決定する。 

 

４ 特定課題研究等への助成 

 

  (1) 助成対象 

 食生活・食文化の向上、健康の増進及び食品産業の発展に寄与することを目的として

以下の各分野において本財団が指定する課題に取り組むに相応しい研究者、研究グルー

プ、団体等に助成する。 

 

① 食品産業の振興・発展にとって必要な食品科学等の研究 

② 高齢化社会等の課題に対応した国民の食生活向上、健康の増進を図るための食品科 

 学等の研究及びその成果の普及啓発活動 

③ 食品科学等の普及啓発活動等 

④ 食文化の向上に寄与する研究、普及啓発活動等 

⑤ 食品企業の経営に関連する研究、普及啓発活動等 

 

     (2) 助成金額 

総額約１億 1,000 万円とする。 

 

(3) 選考方法等 

特定課題研究等選考委員会で(1)に掲げられたそれぞれの取組分野で実施すべき具体

的な課題案を設定し、それに取り組むに相応しい研究者、研究グループ、団体等の長等

から申請書の提出を求め、審査選考のうえ、理事会で決定する。 
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５ 研究成果の公表等 

(1) 財団年報の刊行 

    2024 年度助成事業に係る学術研究助成の成果等をとりまとめ、大学、研究機関等に 

配布する。 

   

(2) 財団速報の発行 

    事業活動の概況等を適宜取りまとめ、速報として関係官庁並びに関係報道機関等に 

対して広報を行う。 

 

(3) 学術講演会の開催等 

    学術研究助成の対象となった研究課題の中から選定した課題等についての研究成果

発表等を行う。 

 

６ 奨学金事業 

(1) 事業概要 

我が国の大学院(修士課程又は博士課程)において食品科学等の分野で勉学に励み、 

将来性が認められる日本人学生に対する奨学金の支給及びこれに関連する助言並びに

奨学金の受給者との交流を通じて修学支援を行う。 

 

(2) 支給金額、支給期間 

大学院生 30 人程度に対して、１人当たり月額 23 万円(年額 276 万円)を支給する(2027

年４月支給開始。奨学金支給総額約 8,300 万円）。 

支給期間は、支給開始から修士又は博士の学位を取得するまでの標準修学年限(通常、

２年間又は３年間)を予定する。 

 

(3) 募集及び選考の方法 

    募集要領を当財団のホームページに掲載するとともに、全国の大学に配布する等によ

り、幅広く募集を行う。奨学金の支給対象者は、受給申請のあったものについて、奨学

金選考委員会で選考のうえ、理事会で決定する。 

 

    (4) 公益充実資金の活用 

       奨学金事業等の将来における充実及び安定的な運営等に資するため、公益充実資金  

１億８千万円を積み立てる。 

 

７ その他（財団設立 50 周年記念事業の資金の積立て） 

2034 年度に行う予定の当財団設立 50 周年記念事業の資金(注)につき、2026 年度分 300

万円を積み立てる。 

（注）公益充実資金及び特定費用準備資金として、2025 年度から 10 年間かけて 3,000

万円を積み立てる計画。 


